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｢埼玉県のマスコットコバトン｣

　所得税の源泉徴収を行っている事業所の皆様には､毎月支払う給与から個人住民税を差し引き、

従業員等に代わって市町村に納めることが法律で義務付けられております｡これを特別徴収といいます。

　平成２７年度には原則として全ての事業所に特別徴収していただきますので､御準備をお願いします。

特別徴収義務者に指定する対象者＼(事業所)

所得税の源泉徴収義務のある給与等の支払者
ただし､次の場合は例外として対象事業所から除きます(申出が必要です)。
○常時２人以下の家事使用人のみに対して給与等の支払をする事業所
〈当面､普通徴収を認める事業所〉
○総受給音数が２人以下の事業所(総受給者数とは他市町村を含む事業所全体の受給者の人数。
　ただし､下記の給与所得者の要件に該当し､普通徴収を認める音を除く｡)など

なお､特別徴収義務者に指定する事業所においても､以下の給与所得者については、申出により、
特別徴収の対象者から除きます。
･４月１日現在で給与の支払を受けていない者
・給与の支給期間について１月を超える期間としている者
･パート･アルバイトなどで､年間の給与所得が市町村条例で定める均等割非課税基準所得以下の者
（※１）など

く当面､普通徴収を認める給与所得者〉
・他から支給される給与から個人住民税が特別徴収されている者(※２)
・毎月の給与支払額が少なく､個人住民税を特別徴収しきれない者
・給与が毎月支給されていない(不定期受給)者
･専従者給与が支給されている者
・退職者又は給与支払報告書を提出した年の５月３１日までの退職予定者

均等割の非課税基準につきましては､各市町村により異なります。
給与所得者が､複数の事業所から給与を支給されている場合､各市町村で取扱いが異なる
場合があります。
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徴収した住民税を納入

給与から住民税を徴収

従ﾚ業員のメリ･ット
　金融機関へ納税に出向く手間を省くことができます。

　普通徴収の納期が原則年４回であるのに対し、特別徴収は年１２回であるため、１回あたりの従業員の負担が少な

くてすみます。

　例）年額１２万円　　　特別徴収　１万円×１２回　　普通徴収　３万円ｘ４回

事業所のｼ負担少
所得税のように､税額の計算や年末調整をする手問がいりません。

※従業員が常時10人未満の場合は､年12回の納期を年２回（12月10日・６月１０日）とすることができます。

　【納期の特例】（特例を受ける場合は､別途申請が必要となります｡）
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　　市町村名　　担当課 電話番号
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　　　市町村名　　担当課　　　　電話番号
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市町村名

㎜

　担当課 電話番号
あ 上尾市 市民税課 ０４８－７７５－５１３２ さ さいたま市 市民税課 ０４８－８２９－１９１４ ひ 東松山市 課税課 ０４９３－２３－２２２１

朝霞市 課税課 ０４８－４６３－２８５２ 坂戸市 課税課 ０４９・２８３司３３１ 日高市 税務課 ０４２－９８９－２１１１

い 伊奈町 税務課 ０４８－７２１ －２１ １ １ 幸手市 税務課 ０４８０－４３－１１１１
/y 深谷市 市民税課 ０４８－５７１ －１ ２１ １

入間市 市民税課 ０４・２９６４－１１１１ 狭山市 市民税課 ０４－２９５３・１１１１ 富士見市 税務課 ０４９・２５２－７１１６

お 小川町 税務課 ０４９３－７２－１２２１ し 志木市 課税課 ０４８－４７３－１１１１ ふじみ野市 税務課 ０４９－２６２－９０１１

小鹿野町 税務課 ０４９４－７５－４１２５ 白岡市 税務課 ０４８０－９２・１１１１ ほ 本庄市 課税課 ０４９５－２５－１１２３

桶川市 税務課 ０４８－７８６－３２１１ す 杉戸町 税務課 ０４８０－３３－６４８７ ま 松伏町 税務課 ０４８・９９１－１８３３

越生町 税務課 ０４９－２９２－３１２１ そ 草加市 市民税課 ０４８－９２２－１０４２ み 三郷市 市民税課 ０４８－９３０－７７０６

か 春日部市 市民税課 ０４８－７３６－１１１１ ち 秩父市 市民税課 ０４９４－２２・２２０９ 美里町 税務課 ０４９５，７６－５１３１

加須市 税務課 ０４８０－６２－１１１１ つ 鶴ケ島市 税務課 ０４９－２７１ －１ １ １ １ 皆野町 税務課 ０４９４－６２－１４６１

神川町 税務課 ０４９５－７７－２１１６ と ときがわ町 税務課 ０４９３－６５川５２１ 宮代町 町民生活課 ０４８０－３４－１１１１

上里町 税務課 ０４９５－３５－１２２０ 所沢ホ 市民税課 ０４，２９９８－９０６４ 三芳町 税務課 ０４９－２５８－００１９

川口市 市民税課 ０４８，２５８－１１１０ 戸田市 税務課 ０４８－４４１ぺ８００ も 毛呂山町 税務課 ０４９－２９５－２１１２

川越市 市民税課 ０４９－２２４－５６４０ な 長瀞町 税務課 ０４９４－６９ぺ１ ０１ や ハ潮市 市民税課 ０４８－９９６－２４８０

川島町 税務課 ０４９－２９９－１７５７ 滑川町 税務課 ０４９３－５６－６９０２ よ 横瀬町 税務課 ０４９４－２５－０１１３

き 北本市 税務課 ０４８－５９４－５５１８ に 新座市 市民税課 ０４８－４７７－１１１１ 吉川市 課税課 ０４８・９８２－５１１４

行田市 税務課 ０４８・５５６－１１１１ は 蓮田市 税務課 ０４８－７６８－３１１１ 吉見町 税務会計課 ０４９３－５４－５０２９

く 久喜市 市民税課 ０４８０－２２－！１１１ 鳩山町 税務課 ０４９－２９６－１２１１ 寄居町 税務課 ０４８－５８１ ・２１ ２１

熊谷市 市民税課 ０４８－５２４－１１１１ 羽生市 税務課 ０４８－５６１ －１ １ ２１ ら 嵐山町 税務課 ０４９３・６２－２１５３

｀タ
t- 鴻巣市 市民税課 ０４８・５４１－９００５ 飯能市 市民税課 ０４２－９７３－２１１１ わ 和光市 課税課 ０４８－４２４－９１０２

越谷市 市民税課 ０４８－９６３－９１４５ ひ 東秩父村 税務課 ０４９３－８２－１２２４ 蕨　　市 税務課 ０４８－４３３・７７０７
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これからは、インターネットで簡単手続！
給与支払報告書等の提出は、

　エ　ル　　　　タ　ッ　ク　ス　ij1/じ

ljEll〉(を、ぜひご利用＜ださい！

※このリーフレットでは、個人市町村民税及び個人県民税を「個人住民税」と記載しています。
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